
会員事業所のみなさまへ

New 生命共済 』

入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)
+根室商工会議所独自の給付制度(見舞金祝金制度)
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福利厚生制度にご活用いただけます
業務上・業務外を問わず

24時間保障
1年更新で医師の

診査なし
剰余金があれば

配当金も!
商工会議所独自の

給付制度も!

6大生活習慣病入院一時金
ガン入院一時金・ガン先進医療一時金

健康増進に役立つ付帯サービスも
健診機関紹介サーヒ'ス、禁煙外来紹介サービスなど

【個人情報のお取扱いについてのお知らせ】

.エ,二環削駐にと:き董しマ`1ぴ、5;搾主ならe,にご弓.入書の万イフの創!L.己馨て!∴、のとおつ取榊し1ますの.F、こ司亭Lりうえ、」3コム馬《たさ11

1こ1.□、}言の1己.い∴旦';!氏呂.巨ア・1/十年自E卸は、こコロ雰乏の司ご}に⊇=・1、三鼻丁業所〔率接主〕む1ら±箇二.会三1i.トrに:こ!肥nま7

.±〕こ江会「渦了は.金ζ:事茎F石「丁鼻三Fよつ愚≒を詠ガこヨ摸主万よぴこ加v首の1コメ、[肖鋼:つ1.、てrl.剛斑の:己務手・「.各喧サービスの重トL・:

}1∴共のなめ[.:働1す3とともに、II...主およ0こL:.1/1のII・1.1「1:i,:つき、.;-11…Ijl.Lの1街':1のために「・/'II".LIしてい・～こ・^、III.151;1:「1・1、`;r..11;尋lrを:1き案け

るアhサ生昴儒「£控玄会わ「Lン「、「「7ク竹主命」,という1にこ拍を碇1#L'ます

1アクサ1…b'1は,当商τ会証所から}層≒を受けた事う:三蓼らOにこ加込蓄の1:入1匹薪を,1'tt鋸」内の引き受け・ソ{・触li}、邑湧、保饒薯・!j1:jlr蕩の

ftiLい、際壷鑑封疋1ソ.会社を昔む各}虫商認.・サーヒ7のこ累肉二こ1/1.契約の膜持筥埋、当3⊥業揚に』iする..騒賜ど伐・:jiゴ三「堅丙品・サーtスの

覧罵、モの1ご伊陰に電1望・1τ順可る業瘍のために亨馬Lます『た7クサ生E市13、当r工会議所をはじの勇掌主ならこ〉に再俘酢会〒⊥に対し必要

は節互肉でこ1/を提f#しまオ」

1個.i.颪薬に変藁等か発生しな嘩にモ151ぎ疏∈r…1r丁会1∴所およOアクサ王ゴ.におL1てそれそn.に準し・匠L,i,1・ilD・i=1・ltttっれまず

..廼≡rこf景.11匡]∫さ=濠恥・∋・フ)引翌保[塗デ霊+か』裂票iされξ.tr.iヨ1ま、.…;鱒王およこ》こ刀「」ノ.着σ)1困L、.毘評…b・夏更二冥」)伊1宍二社「こ桿i二さ1't引き・tt"t』[きrす

【ご意向に沿った商品内容か必ずこ確認ください】

幽注卸鱈日弓&契内七1監,王轡鴛15櫛ならびに「ヨノじ7レ1!ト」に記鼻の1晃1「「召イ霧1鍋!・'嘗・陰ち・,お弓←こ酢ンの『1司に.iコ=・た

「「告と覚:・ているかを必了こ確認のうえ、お早1へみく、たごL、

:i・こqJ!L,ンフし.・』'トは缶1己:込みいたたいた虜も、7.rylに1ギL.しておいてくたさい.

÷」王錆共.酬ま.栃室厨「[t't[;1所か、アクサ竺命傷、ttきV.式…i旨工と諦葛した逗覗1早険1画`卓41.iL.ヲ・,宅給何士仁iこ:こ'、二憲」二き特'勺・カン虫#俘陛ヱ主后当

凧窯一ヒ強捺油由と当[t工会→≒所雛目の丁餅ゴ制」要を…泪の.tt.t,/ざまにこ刊羽1.礎た・くものてす

」ρ根室商工会議所



生命共5

保障内 容.・主契約定期保険(団体型)
・特約 入院給付盆付災署割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約

お支癖「一～ ロ数

～

死
亡
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度
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害

入
院
・
治
療

不慮の事故により死亡したとき

く死亡保険金(主契約)+災害保険金〉

上記以外の事由により死〔したとき

く死亡保険金〔主契約)〉

不顧の事故により

高震障筈状態"1のいずれかになったとき

く高度障害保険金(主契約)十災害高度障害保険金〉

傷署または疾病により

高度障署状態噛1のいずれかになったとき

く高度障害保険金(主契約)〉

不慮の事故により1日以上の入院をしたとき

(1ミ:一事故による入院は、更駈前の入院日数を含み、適算60日限展).に.

〈入院給付金〉㌦

ガン'/.で1日以上の入院をしたとき

(1年に1回限度)

〈ガン入院一時金〉

6大生活習慣病{』で1日以上の人院をしたとき

(1年に1回限度)

〈6大生活習慣病入院一時金〉

距
謝
1.ftt

1∫

ガソ.,の治療を直接の目的とした先進医療による

療養を受けたとき

くガン先進医療一時金〉

1口

250万円

50万円

250万円

50万円

19につき

2,000円

2朋

1万円

5万円

2口

500胴

100朋

500万tt.

100ttrs

旧につき

4,000ff{

4万円

2万円

10万円

3口

750覗

150万円

750万両

150万円

1EIにつき

6,000円

6万円

3万円

15万円

4口

1,000硝

200万円

1,000朋

200乃勇

1日につき

8,000m

8万円

4万円

20万円

5口

1,250E円

250万円

1,250朋

250万円

1已につき

10,000円

10E円

5万円

25万円

6口

1,500万円

300万円

1,500万円

300万円

1日につき

12,000p

『2万円

6ttg

30.開

・i・伊三t't:i1油・i・1中にbO人褐蒔皮傍験名ノが上.1ゴお支}ノ…1由に該当したとき.i呆険'レなどをお支払いします.

÷災署俣険金.災書高度匡學署保瞳金.入院塗村金は.保険明間q二ttに加入省が加、k已以燦に発生した所定の不喧の事占9による煽害を直撮の原因として.そ.の事哉の
1ヨから起算しr18〔}日以内にお支払事日ヨに該当したときにお支払いします,

・i・災害保険宝災冨高度障笛1瓢ミ金は..bロ人日以ぽ・1こ発病した所疋の照染症を㊤揚の原函としてあ支払事由に訊当したときもお支払いします.

こiでガン先港医婿一.時金につい7、公的勧醍なと'に.ナり自己垂ミ担額が発生しない鳴盲など.先避医毎にかかる挾術羽が「〔」」となる嚇含は、お支払いはありませ(、周一
の先進匿療において～窃妊Σにbた.)て一達のガン先進医療一晒金のお支払事由に該当する療養を受けられたとさは,それらの一速の領養を'回の療香と.み僅L.・
ます,結{:j対薫となる医婿そラ為や医療磯閏の範囲には制瞬があり、また随飴見直しが於されてい隷す、

・:,日帰リ入院喉入醗日笠が旧)とは,入院日と退院日が同一の日である場合のことをいい、病院または診茄所に:,"する.k院基本ネ斗の支訟いの肩舞なと'を参琴にしT
アクサ生命が判励いたします=

*1お支払いの対象となる高度障害状態
『両鵠の層力を余く矛スに失ったもの

三呂語またはそし・駁の演齢を主く永二く
に夫つたもの

iZ'甲1匡神窓系または粘神に,しい帥:三1を
残し.、.、昇常に∫1泰を蛋するもの

罫幽晃1臓鍔に{垂しし、謁雪を残し1:鴛.
需に介設を要するもの

i5ζ主肢とb手園罰以上で夫つなかま
たはその用を全く矛タ.に失「r.たもの

iぐ奮下階とE,7Gf/l.「以上で失τ;たかま
たはその唱を→:』く永久に失ったもの

7.1上験を手関節Lメ上で失い.カ・つ1下
版を足題鑓Lソ⊥で矢7たかまたは{の
liiを.令く1爪久に失つたも、の

t/-1上醇の用を9'く矛タに失い.かつ1
下弓ラを2圏面1瑳上で夫った:EメD

*2お支払いの対象となるガン
・猷{'r.ロトFおより眠炉のSt生新生物
・ご削ヒ器の悪牲新生初
・呼〔塾認および胸縫内臓器の嚢性勤主物
・.舅および匿.節軟胃の悪戯1「圭物
・慶「爵の畢色謡およびその・工の暫姓新生午勾

・甲皮および敢呂「.絹織の悪牲新生國竺1
粧房の悪性新生物

駆牲生婚器の醤醒新圭掬

男牲圭殖器の哲F黙「生物
胃尿路の蕉性新主物

曜、脳およびその他の中極神経恥の郡
戚の響性新生物

甲拭膿およこ}その・†コの内分1.;う.、の暫1上
新生物

部使不明確,続発ヨ13位および部位不琉
の喜性新三物

・リンパ綱獄造血瑚織および\:厘娼職の

悪.1空新生物

・曾ユしたtt原発「這〕㌦「E附の悪1生!i生物'

∫皮内新生物

勇正弄血球[2」)ll;i'・二:多血運ン

骨髄翼形硫荘偉δ翠

・:'引主.Fl.悩1タ'1牲疾思

,.昨性」出江[往1「モ小キF面症
・チンゲルハンス糧胞粕}節戸震

*3お支払いの対象となる6大生活習慣病
尿嶺・.し疾患・商二圧.1圭疾忌

・s/一皿曹疾誉肝[1更餐1婁1士鷲不.圭.

生命共済`

加入資格・条件 1根塞商工会議所会昌・騎定商工業者の役員・事芙主・従業員:写族従某員を含む'で平縄29丘G月旧堺荏鐸櫛が1』嶋己力弓を
超え65薦61り自までの方で.JS人C言額1することに同邑した7rが旭入.できます.ただしξ〔1褥5.り目を起える方は5ロまでを1浪度

としまT.なお.65颯り7〕月を罎える万は75歳弓力弓まで更新のみてきヨ写、.

三荘現痴入または増額を串込まれる方は、甲1ム日・1き鯛Eヨ〕現症.正常に就業し・ている方'に「艮㌧后.1.夫の『ξ.讐事肖有・ら.τrお読

みのうえ,コニメ撃、と雷兼告珊電または{野案盒諦夏更串豊.書鮪き鱒書にて告知さわまτ「ようお蜂いしまず.

過露1冒t/1府の健[工:拭態告知事頂.L1.加入(増額)申込日(告知日)から過去1年以内に、別表の病気やけがて、手術を受けたことまたは継続して14日以上の入院をしたことがありますか。冨b.事τ貢●手而とは.切開術に陳らず.内視"轍ファイベースコープ〕・カテーテル・レーザー光耀・超肖漁・.霊「・潭ン玉・破嗣耀祭活・体外1.垂i撃1・皮療法なと'も該当します,また,巳帰リ手:f・1も一ヒ煽の雪知事頂に該当しま茸、.●「継続して14日以上の人院」とは、転医.転科をtt{.めて1已も混り〕れず1至読して14日以上.,＼院さイ.1た瘍合をいいます.
告知事項..2.加入(増額)申込日〔告知日)から過去1年以内に、別表の病気やけがて初診から終診までの朋間が14日以上にわたる医師の治療・投薬を受けたことがありますか。

し「レL一留節.事頂●1.14El以上にわたる」とは,合併症・続発症を含む一聰の侃病で、転医、輯.1を含めτ切彩からτ曳♂までの医前1に.よる治療・投粟を受けていた明冑をいい配ちL冥際の診痛日数ではありません、〉●「治摩⊥こは診.票、穣亘および食事療法・葱動瘡法も乙みます=
別表 _{i痴.L・ttmこうそく心諏弁寂症完豪肇L・匿扇,こ駅{豆「;心度葛血.三哩革..圭桑=.弛土:モこうfくくモ・己詰F土]〕.・弄・三凄;「;し;ji.iL

置己・`ri杉すい弦歪駐葺舜.1.t購躯馳腎をマ1腎1:こネフローt暫不主)鳳円障がへ自二函⊥反噺ご窒:}一脅舜{リウマチ:遁1'㌃

3.刀0入昏楊を失われた場合には漁口人を継続できまセ㌧のr一すみやかに脱退手.をお取りください,



1の内容

警町轡僻『璽轡四興禦慶禦容.・
給付内容口数1口2口3口4口5口6口

病気入院見舞金≡10日以上入院されたとき10,000円1Z,000円16,000円20.000円Z4.000円30,000円

けが通院見舞金.兀7日以上通院されたとき10,000円12,000円16,000円20,000円Z4,000円30,000円

`けが長期入院見舞金61日以上入院されたとき10,000円1Z,000円16.000円20.000円Z4,000円30,000円

添付書類医師の診断書または、入院・通院を証明てきる露類(写し可)

結婚祝金3年以上謎続加入者

添付書類婚姻受理証明書(写し可)・披露宴の招待状(現物)

.70歳祝金一律10,000円

添付書類免許証・年金手帳等誕生日が証明できる書類(写し可)

轟成人祝金一律10.000円

添付書類免許証・年金手帳等誕生日が証明できる苫類(写し可)

出生祝金一律10,000円

添付書類住民票傳し可)

・1根至商工会詠所独目の福利給付金制度「よ運営費の一部によってまかなわれます、

重.病気入院見靴丁7は、10日以上の継:1・,1:入,;～1:をしたとE、けが通P・11見舞～1♪は.7Ei以上の通航をしたとき、けが辰}lll入院見塀盆は、61日以上の継条71.入院

.をしたときにE]数にかかわらず上記の金額を支給いたします。

痔融臼祝金は、加入日より3焦レ1上の港囁加入者に支給し、たします。

、170歳覗盆は、加入者か満70禰の誕生日を迎えたとき、成人況金は、湘入者が満20歳の誕生日をILOえたとぎ、出1祝釜は..hM入者が子供を出生され

'たときに支粕いたします。

tl.「壷要弱項説明書」に記載の「保険金なとをお支#1,いてきない場合につし、て」に該当しに場合は.商工会諦所独肉の給付焦1阪1モ・定明保瞼{団体型〕と

同様に取扱います,

÷詳細は、「福利給付金制厚」規約にてこ耀認くたさい,

川三`, tハ至1

アクサの付帯サービス アクサ生命の加入者向けサービス

※サービス内密について詳しくは,別紙をこ薫くだごい、.

}お取扱い

加入者票の発行

ヨ商工会議所会員入会申込みと同日百(同日.1に不共属制度のお田?みをされた喝念月・.一入会できなかった医`は本共済制厘〔こ
もこ加Nできません、.

*4申込日(告知Eヨ1壇在.正富に虹芋している万とは加人〔i曽頷).P込日.:芭知日〕環ぞf.1タ～σ坦掌E:、にある者を除いた万で1,

憶函によ」.1分倖体麟などで矢S,してL.る方

建震上の運由で勅務の掲別52楓を責けマ『いる万〔r勃務rD特別取擾1こは,労働時閤の短窟.時闘外劣動の私躍
箔.11.置向のliヨ1浜など)

*5医師の治療・授翼の員無に閏わらず直近の血圧腫がξ3大1亘15〔F・.「)mH菅'1上かつ塚i庁.唾9..1['rllTlト・IS.L/ll!こ隈り筆知
1,填に議当します、、

加人者に対しては、ト竃コ自保贋「.団体型功U人惹佳却累険看::1緊」を曇ヒ行します..

保険金な.どの
受取人・請求

1偶険胴周中に田人古(;κ1俘昨吝)がお支ま二、事由に訴当したとき,衡鹸宝などをお支÷ムいします、所定の書類により島求手艦

をおこなってください.なお、保験全などのお支払事田に諺当した県合だltでなく.保%金などのお支払1.、の可能性が南ると
愚われる場合や、こ不E月な点力1挫し:ノこ場合などについても、すみやかに当商工会訊詩にご厘絡ください、.

21宇齢4'などの受即.尺は、ヵ0入∈日込Il謙告知lllの「1宇陰㌦読.・},こ伺金受即..1、指f.1糊から加人者.:1劇畢阪省)のlr」/'.1:Lをlrlて}lll『

していただいた万とします=1郡剣旧周中に慧]人孟Llが死亡した場合はjlli族の了如を1りて詰求・∫冠をおこなってください,また

話.r.の13二1諦こ...t±II諺になったとき.不1強の一1埴簗で入P.・1.L,たときなどは.加入ζ(D了知を1唱〕てこ詰或ください、お支払で由に

該当し1穽議金が支払わネ!たユ}.〕li:・には、その1景i「1,1は;;.1続します。i-:、度R,・乙保吟金が又幸ムわ挫た幌合に[S死〔1果断盆をll:3L.
してお支払いしません。また.死〔二保敗〆卜.が叉子抽:1れた1.拾には、でのli'.・勾鎚.',.∴ゴ俘険全の∵」求℃受けても、これをお.萬払

いしませlv・:この1翫≧.当生6h共済から1ま脱ikとなるため、脱退1参にお支手ぺ.由に諫当してもその他1↑1促険霊などと同1.Fに
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月額掛金、佐1こはX'1・;iのr助.幽.焼卸てい認

保険年齢性別1口2口3[]4口150160

15歳～60歳男性880円1,760円2.640円3,520円4,400円5,280円
女性

61歳～65歳男性1,314円2,627円3.941円5,254円
女性920円1,840円2,760円3,680円

66歳～70歳(更新のみ)男性1,785円3.569円5,354円7.138円女性1.093円2.185円3,278円4.370円

71歳(更新のみ)男性2,172円4.344円6,516円8,688円女性1,303円2,606円3.909円5,a2円

72歳(更新のみ)男性2,317円4.634円6,951円9,268円女性11,388円2,776円4564円5,552円

73歳(更新のみ)男性12,516円5,032円7,548円10.064円女性11,493円[2,985円4.478円5.970円
1男性2.731円5,461円8.192円10,922円

74歳(更新のみ)女性1,608円3.215円4.823円6,430円
75歳(更新のみ)男性2,966円5.931円8β97円11β62円女牲1.734円3,468円5,202円6,936円
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この「重要事項説明書」は、商工会議所・商工会生命共済制度の生命保険部分における、ご加入の内容などに関する重要な事項の
うち、特にご確認いただきたい事項をまとめた「契約概要」と、お申込みに際して特にこ注意いただきたい事項をまとめた「注意
喚起情報」を記載しています。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご理解いただきますようお願いいたします。

「保険金などをお支払いでぎない場合について」などお客さまにとって不利益となる情報が記載されている部分は特に重要です。
具体的な制度内容については「パンフレット」をあわせてこ覧いただき、ご不明な点などは所属商工会議所・商工会または「パ
ンフレット」に記載のアクサ生命営業店にご照会ください。

契約概要

○各商工会議所・商工会の制度内容により保険金頷などの設定,保険料のお取扱い、満了年齢などが異なります。

○具体的なご契約内容(保障内容・保険料・付加される特約など)および加入資格については、「パンフレット」に記載されています。
お申込みの際には、この「重要事項説明書(契約概要)」と「パンフレット」を必ずご確認ください,

■商品の名称定員月保険(団体型)用入院給付金付災署割増特約、定期保険〔団体型)用ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付足期保険〔団体型〕

■商品のしくみ商工会議所・商工会会員事業所の事業主・役員・従業員の死亡などを保障するために団体〔商工会議所・商工会)を

契約者として運営する団体保険商品です。保険期間は1年ですが、更新により一定年齢まて継続してこ加入いただ

くことか可能です。

【しくみ図例】[魎:二二二1.......1..二二…:1-1:1.....1.111.1...1[==1

口主契約の

お支払事由

國配当金

■払戻金

●●●●

加入更新更新満了

保険期間1年噛保険期間1年♪保険期間1年ン保険期間1年

死亡保険金・・・・・…保険期間中に加入者(被保険者。以下同じ。)が死亡したとき。

高度障害保険金・・保険期間中に加入者が加入(増額)日以後の傷害または疾病により、所定の高度障害状態に該当し
たとき。

※高度障書保険金が支払われた場合にはその加入者についての保障は消滅し、その後の保険金などのお支払いはい

たしません。

※死亡保険金が支払われた場含には、その後、高度障害保険金の請求を受けても、これをお支払いしません。

※定期保険〔団体型)用入院給イ寸金付災害割増特約、定期保険(団体型)用力ン重点保障型生活習慣病一時金特約の

お支払事由については「パンフレット」にてこ確認ください。

この商品は毎年の更新後にご契約(商工会議所・商工会)ことに前保険期間の収支計算を行い、剰余金が生じた場合

は契約者に契約者配当金をお支払いします。

この商品には力口入者の脱退による払戻金はありまぜん。

鷺1難難擁窯鰐難黙孫嘉叢鵬畿灘
受付時間:9:00～17:00土・日・祝日、年末年始のアクサ生命休業Eヨを除く)へこ連絡ください。

【指定紛争解決機関について】
この商品にかかる指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。

〔一社)生命保険協会の「生命保険椙談所」ては、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・
照会・苦情を受付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受付けています。

〔ホームベーシアドレス'http:〃www.seiho.orlp/〉
なお、生命保険相談所が苦i謁の申出を受けたことを生命保険会社に運絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、

契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関としで、生命保険相談所内に裁定審萱会

を設け、契約者なとの正当な利益の保護を図っています。

【定期保険(団体型)への変更に関する特則にっいて】
この特則によつ、契約者は加入者の健康状態にかかわらず、福祉団体定期保険契約(変更前契約、付力口されている特約を含みます。

以下同じのを足期保険(団体型)契約(変更後契約、付加される特約を含みます。以下同じ。)に変更することができます。

変更は、アクサ生命所定の範囲内でお取扱いします。

変更前契約で支払われた入院給付金のお支払日数については、変更後契約の入院給付金のお支払限度に通算します。

告知義務、告知義務違反による解除およU'変更後契約の保険金のお支払いにあたっては、変更前契約の保険期間と変更後契約の

保険期間は継続されたものとします。
変更後契約の高度障害保険金、災書保険金、災害高度障害保険金および入院給付金のお支払いについては、加入者が、変更前契

約のその加入者の効力発生E](責任開始期。以下同じ。)以後変更後契約の効力発生日前の原因により、変更後契約の効力発生日
以後に死亡、高度障害状態に該当または入院したときは、変更後契約の効力発生日以後の原因によるものとみなします。

力口入者が変更前契約の保険期間中に入院を開始し、変更日を含んで継続して入院したときは、その入院は、変更前契約の保険期間

中の入院とみなします。

力口入者が、その加入者の変更前契約の効力発生日前に発病したガンまたは6大生活習慣病を直接の原因として、変更前契約の効力

発生日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始し、または先進医療による療養を受けたときは、変更後契約の効力発生

日以後の原因によるものとみなします。

加入者が変更後契約の効力発生日前にガンまたは6大生活習慣病による入院を開始し、変更後契約の効力発生日を含んて継続して
入院したときは、ガン入院一時金または6大生活習'1貫病一時金はお支払いしません。



注意喚起情報

■お申込みの撤回など(クーリング・オフ制度)について

この商品は団体〔商工会議所・商工会)を契約者とする団体保険であり、お申込みの撤回など〔クーリンク・オフ)の適用はありまぜん。

■告知について

..τ.店知は生命保険のお引受けの判断の際の重要な事項です。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状

態など「告知習」でアクサ生命がおたずねすることについて、事冥をありのままに正確にもオーLなくお知らぜ(告知)ください,

〔[..:1舌知の内容によっては、ご契約をお引受けでぎないことがあります。

C借知していただいた内容が事実と違っていた場合には、ご契約の全部またはその加入者の部分が解除されることや、保険金などをお支

払いできないことがあDます。

告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金などをお支払いできないことがあDます.、.この場合、すで

にお払込みいただいた保険料はお返しいたしません.なお、告知義務違反による解除の対象となる1年経過後にもこ契約の全部またはそ

の加入者の部分が取消しとなることがあります.

It二』アクサ生命の取扱者へ□頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことになりまぜん。加入者ご自身がアクサ生命所定の「告知:劃

に記入されたことが告知となります,(生命保険会社職員、代理店、商工会議所・商工会の役職員には告知受領権はありまぜん。)

'二'アクサ生命の社員またはアクサ生命で委託した確認担当者が、保険金などのこ請求の際、請求内容などについて確認させていただく場

合があDます。

■効力発生日(責任開始期)について

◎加入申込日(告知日)と効力発生日〔責任開始月月、以下同じ。〕についてはこ契約〔商工会議所・商工会)ことに取り決めています、詳細は「パンフ

レット」にてこ確認くたさい.、なお、初回保険料のお払込みがなかった場合は甲込取消となり、効力が発生しない場合がありますのでご注意
ください。

⊂.庄命保険会仕職員、代理店、商工会議所・商工会の役職員には保険への加入を承諾し、貢任を開始させるような代理権がありません。

■保険金などをお支払いでぎない場合について

次の場合は、保険金などのお支払いができないことがあります。

◎お支払事由に該当しない場合

効力発生日前の傷害または疾病を原因とする場合なと

〔カン入院一時金・ガン先進医療一時金・6大生活習.償病入院一時金)

効力発生日前に発病したガンおよび6大生活習慣病を原因とする場台

◎免責事由に該当した場合

効力発生日から1年以内の加入者の目殺、契約者・加入者・保険金など受取人の故意または戦争その他の変乱によDお支払事日ヨに該当

した場合

〔災害保険金・災言高度障害イ呆険金・入院給付金)

契約者または加入書の故意または重大な週矢・保険金などの受取人の故意または重大な過失

加入者の犯罪行為・加入者の精神障書を原因とする事故

加入者の泥酔の状態を原因とする事故

加入者が法令に定める運転資格を持たないて運転してし、る間に生じた事故

加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

地震、噴火、または津波戦争その他の変乱

ウ告知義務違反の場合

契約者または加入者から告知していただいた内容が事芙と相違し,ご契約の全部またはその加入者の部分が告知嚢務違反により解除された場合

ウ詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合

契約者または加入者の詐敗によりこ契約の全部またはその加入者の部分が取消しになった場台や、保険金などの不法取得目的があって

こ契約の全部まノこはその加入者の部分が無効とされた場合

◎重大事由による解除の場合

契絢者、加入者または保険金など受取人が、保険金などを詐取する目的で事故を起こしたとぎや、暴力団開係者、その他の反社会的勢

力に該当すると認められたとぎなど重大事由によりご契約の全部またはその加入者の部分が解除された場合

■ご契約の更新ができない場合について

更新日現在の加入者数が所定の基準に満たない場合、ご契約の更新はできません。

■保険料のお払込みについて

各商工会議所・商工会が定めた方法により保険料をお払込みいただぎます。保険料のお払込みがなかった場合,最後に払込まれた保険料の応

当月末をもって脱退扱となり以降の保障がなくなる場合があります。詳細は「パンフレット」にてこ確認ください,

■払戻金について

この商品には加入者の脱選による払戻金はありまぜん。

■保険金などのお支払いについて

こ1「保険金などのお支払事由が生じた場合や、保険金などのお支払いの可能性があると思われる場合はすみやかに商工会議所・商工会または

「パンフレット」に記載のアクサ生命宮業店にご連格ください、

◎お支払事由、保険金なとをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、アクサ生命ホームページにも掲載しておりますので、

あわぜてこ確認ください、.

(ホームページアトレスhttp:〃wwwaxa.cojp/)

.二1保険金なとのお支払事日ヨが生した場合、ご契約内容によっては、榎数の保険金などのお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点

がある場合などには商工会議所・商工会または「パンフレット」に記載のアクサ生命営業店にご連絡ください。

:保険会社の業務または財産の状況の変化により、こ加入時にお約束した保険金額などが削減されることがあります。;

iアクサ生命は.生命保険契約者保護機構に加入しています..生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経宮破綻に陥った場台、生命i
i保険契約書保護機構にょっ保険契約者保護の播置が図られることがあつますか、この場合にも、ご加入時の保険金額などが肖1」減されることがあ:

iります,保険契胸者保護措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わぜください。i
i生命保険契約者保護機構TEL:03-3286-2820「月曜日～金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時～正午、午後1時～午後5時」i
:ホームベージアドレスhttp:〃www.seihohogo.ip/;
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